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力や学習状況の把握・分析、課題の洗い出し、効果的な指導方法の研究を実施（高校生の基礎学力

定着のための検討会を 5月及び 7月に開催） 

⑨市町教育委員会からの要望を受け、土曜日の授業についての基本的な考え方等をまとめ、市町や学

校に通知（2月、3月） 

⑩Mie SSH（Super Science High School）（5校）を指定し、大学等と連携した講習会やセミナー、最

先端技術の研究を行う施設・研究室等での研修、小学校向け理科教室を実施 

⑪高校生科学オリンピック大会を開催（12 月） 

⑫Mie SELHi（Super English Language High School）（8 校）を指定し、三重県高校生英語キャンプ

や高校生英語スピーチ・スキット・英作文コンテスト等高校生が英語を使う機会を提供、英語教育

のリーダーシップを取れる教員を育成（三重県高校生英語キャンプを 8月に実施） 

⑬専門高校（6 校）を指定し、大学や企業等との連携、高い専門技術の指導、学科間連携による共同

研究、知的財産に関する指導方法の研究を実施 

⑭社会経済のグローバル化が進展する中、子どもたちがグローバル社会で主体的に活躍し、他者と共

に生きていく基盤を確立するための具体的な方向性を示すため、全庁で「グローバル三重教育プラ

ン」を策定（2月）。また、三重県におけるグローバル人材の育成等に寄与することを目的に、レゴ

ジャパン株式会社と「三重県における教育振興のための研究等に関する包括協定」を締結（2 月）。 

⑮小学校 1、2 年生での 30 人学級（下限 25 人）、中学校 1 年生での 35人学級（下限 25 人）を継続す

るとともに、国の加配定数を活用し、引き続き小学校 2年生の 36人以上学級を解消 

⑯地域を指定し、各学校段階を通じたキャリア教育の実践研究を実施（6地域） 

⑰生徒の社会的・職業的自立に向けた取組を支援するため、高等学校 3 年間のキャリア教育プログラ

ムを作成（3月） 

⑱インターンシップやデュアルシステム等を行う県立高等学校を支援（延べ 37校） 

⑲就職支援相談員（12 人）を県立高等学校に配置し、進路相談や求人開拓、進路ガイダンス等を行い、

就職活動を支援 

⑳就業体験拡充支援員（2 名）を採用し、職場体験・インターンシップ受入事業所を開拓（新規に 94

事業所を開拓） 

㉑ＮＰＯと連携した「しごと密着体験」を実施（8月に実施し、県内の 35の事業所で、小学生 100人、

中学生 19人、高校生 27人が参加） 

㉒経験年数の異なる教職員（初任者、5 年・10 年経験者 830 名）が、校種別、教科別の研修班を構成

し、授業研究を通じて相互に学び合う「授業実践研修」を実施（年間 4回） 

㉓11市町の小中学校 16校を重点推進校に指定し、「授業研究担当者育成研修」を実施（集合研修 3回、

研究協力校研修 1回、実践交流会 1回、学校支援は随時） 

㉔県内 4地域において、授業研究担当者を対象とした地域別研修を実施（年間 2回） 

㉕教職員の学校・学級づくりの力を向上するために中核となって取組を進める人材を養成する集合研

修を実施（年間延べ 9回） 

㉖「三重県 心のノート」について、小学校高学年用及び中学校用を配付・活用するとともに、小学校

低学年用及び中学年用を作成・配付 

㉗スクールカウンセラーを 487校（小学校 288校、中学校 163 校、高等学校 36校）に配置。とりわけ、

中学校区を単位とする重点的に取り組む地域にスクールカウンセラーを配置し、小中学校間のスム

ーズな連携と教育相談体制の充実・活性化（15中学校区） 

㉘学校におけるいじめや体罰の未然防止・早期対応を支援する「子ども安全対策監」を設置 

㉙いじめを許さない「絆」プロジェクトの事業推進校を指定するとともに、プロジェクト会議を開催
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⑦これまでの全国学力・学習状況調査結果から、中学生になると、科学に関する興味・関心、意欲、

理解度等が低下する傾向があり、科学を学ぶことの意義を実感できる場を提供する必要があります。 
⑧学校、家庭、地域住民等の連携の下で、土曜日を有効に活用し、子どもたちの教育環境の充実を図

る取組を一層充実する必要があることから、土曜日の授業についての基本的な考え方等をまとめ、

市町や学校に示しました。今後は、県内の公立小中学校において、土曜日の授業が効果的に実施さ

れるよう、市町教育委員会を支援していく必要があります。 
⑨高校生の義務教育段階の学習内容も含めた基礎学力定着を図るため、研究校（6 校）において生徒

の学力等に係る状況把握・分析を進めるとともに、課題に対応する効果的な指導のあり方を研究し

ています。今後は、各研究校で研究を深めるとともに、成果を他の高等学校に普及する必要があり

ます。 

⑩Mie SSH指定校（5校）では、連携する企業・大学で研修を実施するとともに、理科教室の開催など、

小中学校と連携した取組を進めました。また、Mie SELHi 指定校（8校）では、それぞれのテーマに

基づく研究の実施や、小中学校との連携や公開授業等の取組を進めました。今後は、理数教育や英

語教育に係る小中高が連携した教育モデルを作成するとともに、他の高等学校等に普及していく必

要があります。 

⑪若き「匠」育成プロジェクトにおいては、平成 24年度からの指定校（3 校）に加え、新たに 3校を

追加指定し、各校が定めたテーマに沿った研究に取り組んでいますが、職業教育を引き続き充実さ

せていくためには、若手教員の技術力向上や学科間のさらなる連携が求められています。 

⑫理数教育や職業教育の充実に努めた結果、県立伊勢高等学校が「第 3 回科学の甲子園全国大会」で

総合優勝（3月）、県立相可高等学校が「高校生国際料理コンクール 2013」で 1位を獲得（9月）す

るなど、優れた成果を収めました。 

⑬子どもたちがグローバル社会で主体的に活躍し、他者と共に生きていく基盤を確立するため、「グロ

ーバル三重教育プラン」に基づき、チャレンジ精神、課題解決力、日本人・三重県人としてのアイ

デンティティー、英語によるコミュニケーション力等の育成が必要です。 

⑭小学校 1、2 年生での 30 人学級（下限 25 人）、中学校 1 年生での 35人学級（下限 25 人）を継続す

ることで、平成 25年 4月 1日現在、小学校１年生では 89.7％、２年生では 87.9％の学級が 30人以

下となり、中学校１年生では 91.6％の学級が 35 人以下となりました。また、国の加配定数を活用

し、引き続き小学校２年生の 36 人以上学級を解消しました。基本的な生活習慣や確かな学力の定

着・向上を図るため、引き続き、子どもたちの実態や各学校の課題に応じた教員定数の配置に努め

る必要があります。 

⑮就業体験の充実や地域社会で活躍する卒業生等による授業の実施等により、児童生徒の職業意識が

高まりました。また、地域の小・中・高等学校が連携した実践研究の推進や実践交流会の開催や、

モデルプログラムの作成と周知等により、キャリア教育プログラムの策定が進みました。今後は、

プログラムの策定や改善がより進むよう、研修会等の充実を図るとともに、小・中・高等学校の各

学校段階を通じたキャリア教育を一層推進する必要があります。 

⑯多様な主体との連携や就職支援相談員の配置等により、高校生の就職支援に取り組んだ結果、就職

内定率が向上しました（平成 25 年度県立高等学校卒業者の就職内定率：97.9％）。今後は、障がい

のある生徒や外国人生徒等、個別の支援が必要な生徒に対して、早期からの就職支援を充実する必

要があります。 

⑰各高等学校においては、教員や就職支援相談員が新規高等学校卒業者の就職した事業所を訪問し、

卒業生の就業状況の把握や卒業生への激励等を行い、卒業生が職場に定着できるよう取り組みまし

た。今後は、事業所とより一層連携し、卒業生の離職状況や職場定着に向けた課題の把握等を進め
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るとともに、卒業後の職場定着を見据えた在校生へのキャリア教育をさらに推進する必要があります。 

⑱児童生徒が将来の家庭生活や家族の大切さについて知るとともに認識を深めるため、学校教育にお

いて、家庭を築き、子どもを生み育てる意義を考える機会を設ける必要があります。 

⑲「授業実践研修」をとおして、若手教員一人ひとりが授業実践の基礎・基本を身につけることがで

きました。今後は、若手教員が相互に学び合いながら、実践的指導力を高めることができるよう、

研修内容の充実を図るとともに、研修を体系的に実施していく必要があります。 

⑳「授業研究担当者育成研修」をとおして、重点推進校における校内研修の改善や活性化を図ること

ができました。より教員一人ひとりの授業改善につながるよう、外部講師の活用など学校支援の充

実を図るとともに、県内全ての市町に重点推進校を広げていく必要があります。 

㉑学校・学級づくりのための中核的な人材養成講座において、アクションプランの作成（演習）をと

おして、組織マネジメントの基礎的な知識・スキルの向上を図りました。今後は、受講者の企画立

案力や実行力がより向上するよう、受講者を支援する必要があります。また、研修内容と受講者の

所属校での実践がよりつながるよう、研修プログラムの充実を図る必要があります。 

㉒「三重県総合博物館」は、学びと交流を通じて人づくりに貢献することを使命の一つとしています。

今後は、各学校が博物館を活用した学習活動を促進するとともに、教育面におけるより有効な活用

の在り方を検討する必要があります。 

㉓道徳教育の質の向上とその一層の充実を図るため、教員の指導力の向上や意識変革に努める必要が

あります。また、道徳教育用の教材「三重県 心のノート」を各学校に配付しましたが、今後は、各

学校での活用がより一層図られるよう取り組む必要があります。 

㉔学級満足度調査を用いて児童生徒の実態把握を行い、児童生徒自身の課題解決能力を高める取組を

積み重ね、その情報をプロジェクト会議等で県全体に共有することで、学級の満足群が増加し、い

じめの未然防止に関して一定の成果が見られました。特に、人間関係づくりのための取組として、

エンカウンターやソーシャルスキルトレーニング、ピア・サポート等を取り入れたところ、児童生

徒の自己肯定感や自己有用感を高めることが、未然防止に効果的であることがわかりました。一方、

学習意欲に課題が見られるため、わかる授業をめざし、学級の実態を把握したうえでの授業改善に

取り組む必要があります。 

㉕スクールカウンセラーについては、配置校数を平成 24 年度から 174 校増やし、487 校に配置（113

名）しました。とりわけ、県内 15 中学校区（中学校 15 校、小学校 45 校、計 60 校）において、校

区ごとに同一のスクールカウンセラーを配置し、小学校から中学校への途切れのない支援を行うこ

とで、教育相談体制の充実を図ることができました。一方、中学校区への配当時間数の弾力的、効

果的な活用を進めていますが、小学校でのスクールカウンセラーの活用が進むにつれて、時間数の

確保が難しくなっています。 

㉖「ネット啓発チーム」による啓発や、「ネットパトロール」によるインターネット上の問題のある

書き込みへの対応を進めてきました。今後は、これらの取組に加え、児童生徒自身の情報モラル・

リスクに対する能力を身につけさせていく必要があります。 

㉗体罰防止に向けて、映像教材を活用した校内研修や生徒指導担当者や部活動指導者を対象とした研

修会を実施し、コンプライアンス意識等の確立を図りましたが、今後も引き続き、体罰の未然防止

や再発防止を目的とした研修会を行う必要があります。 
㉘11中学校区の子ども支援ネットワークが「保幼小中親子学習会」、「大学・職業体験」等、教育的に

不利な環境のもとにある子どもを支援する活動に取り組み、学習や学校生活への意欲を高めること

ができました。今後は、指定中学校区以外にもその成果を広げていくことが必要です。 

㉙公教育の一翼を担う私立学校の教育環境の維持が図られ、個性豊かで多様な教育サービスが充実さ
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若手教員の技術力向上へ向けた研修を進めます。 

○⑫「グローバル三重教育プラン」に基づき、将来のグローバルリーダーとして主体的に行動する力の

育成や英語コミュニケーション力の向上を図るため、小学校段階からの英語教育の充実や英語使用

環境の創出等に取り組むとともに、高等学校においては、大学・産業界と連携したテーマ別ワーク

ショップ等の実施、留学促進、英語キャンプの開催、SGH（Super Global High School）指定校にお

ける教育課程の研究開発・実践、ＩＣＴ機器を活用した双方向授業の研究などの取組を進めます。

また、中学校・高等学校英語教員の英語指導力や、小学校外国語活動担当教員の外国語活動指導力

を向上させるため、教職員研修を実施します。さらに、レゴ社との包括協定に基づき、効果的な学

習指導方法及び教材の研究・開発に取り組みます。 

⑬少人数学級と少人数授業との両面による、きめ細かな少人数教育を継続するとともに、多人数とな

る学級の実態を踏まえた教員定数の配置に努めます。少人数教育をより推進するため、小学校 2 年

生以降の学級編制標準の引き下げについて、引き続き国に要望します。 

⑭児童生徒が、社会人・職業人として自立するため、様々な分野で活躍する地域人材を活用し、その

生き方や価値観、勤労観・職業観に触れ、自らの生き方を考える機会をつくります。また、小・中・

高等学校が連携した体系的なキャリア教育を推進するとともに、高等学校においてキャリア教育プ

ログラムの策定が進むよう、支援を行います。 

⑮関係機関との連携をより一層強めるとともに、就職支援相談員による就職支援を充実することで、

求人や雇用機会の維持・拡大と、個別の支援が必要な生徒に対する就職支援の充実を図ります。 

○⑯児童生徒の実態や発達段階に応じて、結婚、子育て等のライフプランにかかる講演会等を実施する

とともに、妊娠、出産の医学的知識等を身につけられるよう指導の充実を図ります。 

⑰若手教員の教育課題に応じた複数年にわたる学びの機会を設定し、実践的指導力の向上を図ります。 

⑱「授業実践研修」をより効果的に実施するため、経験に応じて求められる力を明らかにし、研修内

容の充実を図ります。 
⑲学校の組織的な取組により教職員の授業力向上を図るため、「授業研究担当者育成研修」をより実践

的な研修プログラムに改善するとともに、引き続き、校内研修担当者を対象とした研修を各地域で

実施し、県内の学校に研修成果を普及します。 
⑳学校・学級づくりのための中核的な人材を養成するために、受講者の企画立案力や実行力がより向

上するよう、研修プログラムの改善を図ります。 
○㉑道徳教育を一層推進するため、授業研究における指導主事等の派遣や、中核となる指導者の研修を

行い、教員の指導力の向上に取り組みます。また、道徳教育用の教材「三重県 心のノート」等の活

用状況を詳細に把握するとともに、年間を通じて計画的な活用が図られるよう、各市町の担当者が

集まる道徳教育推進会議や学校訪問等を通じて働きかけます。 

㉒各学校が博物館を積極的に活用するよう働きかけるとともに、教職員研修の一環として博物館の活

用を図ります。また、今後、教育において博物館をより有効に活用できるよう、関係部局と連携し

ながら効果的な方策を検討していきます。 

㉓いじめの未然防止には、学校いじめ防止基本方針に基づき学校全体で組織的に取り組む必要がある

ことから、各学校が児童生徒の実態把握に取り組み、課題解決のために、調査・計画、実践、評価、

改善のサイクルの構築を更に進めていくよう支援していきます。また、学期に１回程度の児童生徒

へのアンケート調査を引き続き実施します。 

○㉔教育相談体制の充実を図るため、スクールカウンセラーの増員を図りつつ、事案の内容に応じて中

学校区の配置時間数を調整したりするなど、より効果的な運用を図ります。また、スクールカウン

セラーと他の専門職員（スクールソーシャルワーカーや生徒指導特別指導員等）がそれぞれの専門
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性を活かし、連携してチームで対応する体制を構築し、より効果の高い支援を進めます。 

㉕スマートフォン等ネットに関する最新の情報と、児童生徒に指導すべき情報モラルやリスク等をま

とめた教員用の指導書を作成して、全小中学校及び県立学校に配付し、授業等で活用することで、

子どもたちの情報モラルの向上を目指します。また、スマートフォンを持ち始める可能性が高い小

学校 4年生から中学校 1年生を対象に、モデル小中学校 10校において、情報モラルやリスクに対す

る能力を把握する「ネット検定」を実施して、子どもたちのインターネット利用等の知識・態度を

育成します。 

㉖体罰の実態把握と未然防止の取組として、児童生徒へのアンケート調査の実施や体罰の発生件数及

び体罰防止にかかる取組内容を把握するとともに、研修会を実施して教職員の意識の向上を図りま

す。 

㉗新たに 10 中学校区に子ども支援ネットワークを構築し、学校・家庭・地域が連携を密にしながら教

育的に不利な環境のもとにある子どもを支援する活動を行います。さらに市町教育委員会と連携し、

指定中学校区の優れた取組をもとに他中学校区における子ども支援ネットワークの普及を図ります。 

㉘「三重県教育ビジョン」の計画期間が平成 27年度で終了することから、本県教育の目指すべき姿と

その実現に向けた施策の方向性を示す、次期「三重県教育ビジョン（仮称）」の策定に向けた検討を

進めます。 

㉙私立学校への支援や保護者等の経済的負担の軽減を行うことにより、私立学校の教育環境の維持が

図られ、個性豊かで多様な教育サービスが充実されるよう努めます。 

㉚子ども・子育て支援新制度*の平成 27 年度本格施行に向けて、幼児期の学校教育・保育、地域の子

ども・子育て支援を総合的に推進できるよう、幼稚園における提供体制について準備を進めます。 

 

＊「○」のついた項目は、平成 26 年度に特に注力するポイントを示しています。 
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②高等学校に在籍する発達障がいのある生徒を支援するため、発達障がい支援員（5 名）による巡回

相談の実施や専門家の派遣を行い、高等学校における支援体制の整備を進めました。また、発達障

がいのある生徒への指導と支援について理解を進めるため、「高等学校支援ハンドブック」を作成し

ました。一方で、生徒の支援に係る情報を中学校から高等学校へ引き継ぐことに課題があることか

ら、市町等教育委員会及び高等学校と連携し、円滑に情報を引き継ぐことができる体制を整備する

必要があります。また、個別の教育支援計画を作成している県立高等学校の割合が目標値を下回っ

たことから、作成率の向上を図る必要があります。 

③特別支援教育を推進する中心的な役割を担う人材を育成するため、特別支援教育連続講座（シード

プロジェクト）を 8日間 20講座実施し、教員の特別支援教育に係る専門性の向上を図りました。受

講者からは、講座について平均 80％を超える満足度を得ることができました。引き続き、講座内容

の充実を図り、教員の特別支援教育に係る専門性の向上に取り組む必要があります。 

④特別支援学校において、職業に係るコース制を導入する学校を 5 校に拡大しました。高等部生徒の

進路希望を実現するため、職業に係るコース制を導入する学校を更に拡大する必要があります。 

⑤特別支援学校におけるキャリア教育や就労支援を促進するため、「特別支援学校におけるキャリア教

育の手引き」を作成しました。今後は、この手引きの活用により、キャリア教育と就労支援の実践

を進める必要があります。 

⑥企業と連携した清掃技能検定（2回）や接客サービス講習会（2回）を実施しました。また、農福連

携*による取組では、農業経営体の協力を得て職場実習を実施し、トマトやイチゴの栽培、小松菜の

水耕栽培等を行いました。引き続き、企業と連携した技能検定の実施や、農福連携を進めることに

より、特別支援学校における職業教育の充実を図る必要があります。 

⑦生徒の進路希望を実現するため、外部人材であるキャリア教育マネージャー（1名）、キャリア教育

サポーター（4 名）及び職域開発支援員（13 名）を活用した職場開拓を行いました。また、生徒本

人の適性と職種のマッチングを図るため、職業適性アセスメントの活用を促進しました。その結果、

特別支援学校高等部卒業生の進学及び就労率については、34.8％となり、目標である 30％台を達成

することができました。平成 24年度の実績（38.7％）からは下がりましたが、これは、生徒の進路

希望が年度毎に異なること、特別支援学校においては希望者数の変動が数値に反映されやすいこと

によるものです。一方で、希望者に占める就労の実現率は昨年に引き続き 100％を保つことができ

ました。引き続き、生徒の可能性や強みを企業に提示する提案型の職場開拓を進め、生徒の進路希

望を実現する必要があります。 

⑧「県立特別支援学校整備第二次実施計画（改定）」に基づく特別支援学校の整備を進めました。また、

整備に係る諸課題を解決するため、市町及び特別支援学校との連携や情報共有を進めました。特別

支援学校の整備を円滑に進めるためには、関係機関との連携や情報共有を更に進める必要がありま

す。 

⑨スクールバスの運行により、児童生徒が安全に安心して通学でき、身体的にも安定した状態で学習

活動に参加することができました。また、特別支援学校に在籍する児童生徒の増加に伴い、スクー

ルバス１台を増車しました。引き続き、児童生徒の通学手段としてスクールバスを効果的に運行す

る必要があります。 

⑩三重県教育改革推進会議での審議を経て、「三重県特別支援教育総合推進計画（仮称）」の策定に向

けた骨子案を作成しました。今後も、計画の策定に向けた審議を継続する必要があります。 
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⑤児童生徒や教職員の防災意識の向上、避難行動等の取組の見直しを図るための調査を実施し、改善

につなげていきます。 

○⑥県立学校の非構造部材の耐震対策については、全体計画に基づき、指摘箇所の耐震対策を進めると

ともに、学校における屋内運動場等の天井落下防止のための点検・耐震対策に計画的に取り組みま

す。 

⑦公立小中学校施設については、市町に対する財政措置が拡充されるよう国に要望するとともに、引

き続き市町に対して、耐震化推進の必要性や国の財政的支援制度についての情報提供を積極的に行

い、補助制度活用の際には、事業内容の確認を行うなど、市町と連携を密にして、耐震対策が進む

よう支援を行っていきます。 

 

＊「○」のついた項目は、平成 26 年度に特に注力するポイントを示しています。 
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研究、知的財産に関する指導方法の研究を実施 

⑫社会経済のグローバル化が進展する中、子どもたちがグローバル社会で主体的に活躍し、他者と共

に生きていく基盤を確立するための具体的な方向性を示すため、全庁で「グローバル三重教育プラ

ン」を策定（2月）。また、三重県におけるグローバル人材の育成等に寄与することを目的に、レゴ

ジャパン株式会社と「三重県における教育振興のための研究等に関する包括協定」を締結（2 月）。 

⑬小学校 1、2 年生での 30 人学級（下限 25 人）、中学校 1 年生での 35人学級（下限 25 人）を継続す

るとともに、国の加配定数を活用し、引き続き小学校 2年生の 36人以上学級を解消 

⑭コミュニティ・スクールを導入した学校数は 55校（小学校 38校、中学校 15校、高等学校 2校）

となり、前年度より 4校増加 

⑮学校支援地域本部事業*を実施している学校数は 198 校（小学校 133 校、中学校 37 校、幼稚園 28

園）となり、前年度より 54校増加 

⑯市町教育委員会と連携し、地域の状況に応じた開かれた学校づくりを促進するため、県内４地域に

設置する「開かれた学校づくり推進協議会」における協議を実施（各地域年間 1回） 

⑰コミュニティ・スクール等の実践経験を持つ退職校長、学校運営協議会委員等、開かれた学校づく

りサポーターを学校の研修会等に派遣（26 回） 

⑱地域とともにある学校づくりを、指定した市町全体で推進する実践的研究をモデル的に実施し、研

究の成果を他の市町に普及・啓発（研究委託 1市町） 

⑲学校関係者評価の質を高めるため、学校関係者評価研修会を実施（3会場） 

⑳すべての県立学校で行われる学校関係者評価等に基づく改善活動に対して、組織的・継続的な支援

を実施（25校） 

㉑市町が実施する地域による学力向上の取組を支援するため、学校と地域住民等をつなぐコーディネ

ーターの育成等を支援（年間 1回） 

㉒地域人材を活用した学習支援活動について、すべての市町での実施・定着に向け、取組成果に係る

報告会等の取組を実施（10市町） 

㉓経験年数の異なる教職員（初任者、5 年・10 年経験者 830 名）が、校種別、教科別の研修班を構成

し、授業研究を通じて相互に学び合う「授業実践研修」を実施（年間 4回） 

㉔11市町の小中学校 16校を重点推進校に指定し、「授業研究担当者育成研修」を実施（集合研修 3回、

研究協力校研修 1回、実践交流会 1回、学校支援は随時） 

㉕県内 4地域において、授業研究担当者を対象とした地域別研修を実施（年間 2回） 

㉖教職員の学校・学級づくりの力を向上するために中核となって取組を進める人材を養成する集合研

修を実施（年間延べ 9回） 

㉗学校現場の教員や学識経験者等を委員とする「フューチャー・カリキュラム実践研究委員会」を設

置・開催し、「授業改善モデル」の作成に当たっての指針を策定 

㉘基礎的な知識・技能の定着と向上を図りつつ、思考力・判断力・表現力を育む「授業改善モデル」

の作成及び実践研究の実施（教科別プロジェクトチームを設置し、協議や授業研究を 9 チームで計

92 回実施） 

㉙中学校区を単位とする重点的に取り組む地域にスクールカウンセラーを配置し、小中学校間のスム

ーズな連携と教育相談体制の充実・活性化（15中学校区） 

㉚いじめを許さない「絆」プロジェクトの事業推進校を指定するとともに、プロジェクト会議を開催

（5回）し、学級満足度調査を活用した児童生徒の問題解決能力の育成を推進 

㉛子ども支援ネットワーク*を構築し、相互が連携を密にしながら安心して学べる環境づくりを推進

（11 中学校区） 
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基づく研究の実施や、小中学校との連携や公開授業等の取組を進めました。今後は、理数教育や英

語教育に係る小中高が連携した教育モデルを作成するとともに、他の高等学校等に普及していく必

要があります。 

⑩若き「匠」育成プロジェクトにおいては、平成 24年度からの指定校（3 校）に加え、新たに 3校を

追加指定し、各校が定めたテーマに沿った研究に取り組んでいますが、職業教育を引き続き充実さ

せていくためには、若手教員の技術力向上や学科間のさらなる連携が求められています。 

⑪理数教育や職業教育の充実に努めた結果、県立伊勢高等学校が「第 3 回科学の甲子園全国大会」で

総合優勝（3月）、県立相可高等学校が「高校生国際料理コンクール 2013」で 1位を獲得（9月）す

るなど、優れた成果を収めました。 

⑫子どもたちがグローバル社会で主体的に活躍し、他者と共に生きていく基盤を確立するため、「グロ

ーバル三重教育プラン」に基づき、チャレンジ精神、課題解決力、日本人・三重県人としてのアイ

デンティティー、英語によるコミュニケーション力等の育成が必要です。 

⑬小学校 1、2 年生での 30 人学級（下限 25 人）、中学校 1 年生での 35人学級（下限 25 人）を継続す

ることで、平成 25年 4月 1日現在、小学校１年生では 89.7％、２年生では 87.9％の学級が 30人以

下となり、中学校１年生では 91.6％の学級が 35 人以下となりました。また、国の加配定数を活用

し、引き続き小学校２年生の 36 人以上学級を解消しました。基本的な生活習慣や確かな学力の定

着・向上を図るため、引き続き、子どもたちの実態や各学校の課題に応じた教員定数の配置に努め

る必要があります。 

⑭市町教育委員会と連携し、各地域における取組状況についての情報交換や今後の推進に向けた課題

の解決方策について協議を行いました。各地域における開かれた学校づくりの推進を図るためには、

今後も、地域別の「開かれた学校づくり推進協議会」を開催し、課題の解決に取り組む必要があり

ます。また、学校や保護者に対してコミュニティ・スクールについての理解を深め、今後更にコミ

ュニティ・スクールの導入が図られるよう働きかけを継続していく必要があります。 

⑮開かれた学校づくりサポーターを学校や教育委員会等に派遣し、開かれた学校づくりの推進に向け

た助言を行いました。今後は、サポーターのさらなる活用に向けて各市町教育委員会に働きかけて

いく必要があります。 

⑯多くの学校で、学校関係者評価委員会が開催されています。また、県立学校が地域の関係者ととも

に進める改善活動に対する財政的支援を行いました。引き続き、各学校における学校関係者評価を

活用した学校運営や教育活動の取組を支援する必要があります。 

⑰学校関係者評価研修会を実施し、学校関係者や教職員の学校関係者評価についての理解を深めまし

た。より多くの学校関係者や教職員の理解を深め、各校の学校関係者評価の質を高めるよう、今後

も継続的に研修を実施する必要があります。 

⑱地域人材を活用した学習支援活動を先進的に行っている市町の取組について、情報共有を図りまし

た。今後は、土曜日や放課後等に地域人材を活用した学習支援活動の促進を図るとともに、仕組み

づくりが十分ではない地域に対し、働きかけを継続していくことが必要です。 

⑲「授業実践研修」をとおして、若手教員一人ひとりが授業実践の基礎・基本を身につけることがで

きました。今後は、若手教員が相互に学び合いながら、実践的指導力を高めることができるよう、

研修内容の充実を図るとともに、研修を体系的に実施していく必要があります。 

⑳「授業研究担当者育成研修」をとおして、重点推進校における校内研修の改善や活性化を図ること

ができました。より教員一人ひとりの授業改善につながるよう、外部講師の活用など学校支援の充

実を図るとともに、県内全ての市町に重点推進校を広げていく必要があります。 

㉑学校・学級づくりのための中核的な人材養成講座において、アクションプランの作成（演習）をと
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③学校における読書活動の推進に向けて、学校全体で効果的に学校図書館が活用されるよう、適切な

進捗管理を行います。「ファミリー読書」における実践的取組の普及などの充実を図ります。また、

小中学校図書館の人的体制が充実するよう引き続き働きかけを行います。さらに、高校生の「思考

力・判断力・表現力等」を育成するため、県立高等学校へビブリオバトル（書評合戦）を普及させ、

大学や企業等と連携した大会を開催するなど、高校生の読書活動を推進します。 

④全国学力・学習状況調査を活用した学力の定着状況の検証（小６・中３）に加え、対象学年以外（小

５・中２等）における調査問題の実施を通じて、学校全体での授業改善を促進します。また、全国

学力・学習状況調査結果に係る公表のためのモデル様式の作成等に取り組み、市町教育委員会や学

校における保護者や地域への主体的な公表・説明の促進を図るとともに、すべての教員が改善方策

や計画の策定に携わることにより、各学校において、授業改善が着実に実践され、学力向上に向け

て組織的に取り組む体制の確立を図ります。特に課題を抱える市町教育委員会や学校に対しては、

学力向上アドバイザーや指導主事の派遣などの重点的な支援を行います。 

⑤基礎的・基本的な知識・技能の習得とそれを活用する力の定着状況を児童生徒及び教員が確認でき

る「ワークシート」の作成・活用や、「授業改善モデル」（平成 25年度作成）の普及を図ります。ま

た、学期ごとに児童生徒の学習状況をきめ細かく把握できる「みえスタディ・チェック」を実施し、

教員が授業改善や個に応じたきめ細かな指導につなげ、児童生徒が目標を持って意欲的に学習に取

り組めるようにします。これらの取組を通じて、児童生徒の活用力や応用力等を重視した学力の質

の向上を図ります。 

⑥科学好きの裾野を広げるとともに、未知の分野に挑戦する探求心や創造性に優れた人材を育成する

ため、中学生が対象となる「科学の甲子園ジュニア」三重県予選大会を開催します。 

⑦高校生の学力定着を図るため、研究校における研究実践結果の分析を踏まえ、進路指導と関連付け

た効果的な指導のあり方を検討し、その指導実践例の県内高等学校への共有を図ります。 

⑧土曜日の授業について、各市町における取組状況等を把握するとともに成果や課題を収集しながら、

県教育委員会が示した基本的な考え方等に基づき、土曜日の効果的な活用について支援していきま

す。 

⑨高等学校における理数教育、英語教育の充実を図るため、Mie SSH や Mie SELHi 指定校で、研究実

践を進めるほか、小中高等学校の連携教育モデルを作成し、その成果を県内に普及します。 

⑩若き「匠」育成プロジェクトにおける指定校を Mie SPH（Super Professional High School）と称

し、職業教育の充実を図るため、学科間連携による商品開発、知的財産等に関する手引書の作成、

若手教員の技術力向上へ向けた研修を進めます。 

⑪「グローバル三重教育プラン」に基づき、将来のグローバルリーダーとして主体的に行動する力の

育成や英語コミュニケーション力の向上を図るため、小学校段階からの英語教育の充実や英語使用

環境の創出等に取り組むとともに、高等学校においては、大学・産業界と連携したテーマ別ワーク

ショップ等の実施、留学促進、英語キャンプの開催、SGH（Super Global High School）指定校にお

ける教育課程の研究開発・実践、ＩＣＴ機器を活用した双方向授業の研究などの取組を進めます。

また、中学校・高等学校英語教員の英語指導力や、小学校外国語活動担当教員の外国語活動指導力

を向上させるため、教職員研修を実施します。さらに、レゴ社との包括協定に基づき、効果的な学

習指導方法及び教材の研究・開発に取り組みます。 

⑫少人数学級と少人数授業との両面による、きめ細かな少人数教育を継続するとともに、多人数とな

る学級の実態を踏まえた教員定数の配置に努めます。少人数教育をより推進するため、小学校 2 年

生以降の学級編制標準の引き下げについて、引き続き国に要望します。 

⑬学校や保護者に対してコミュニティ・スクールについての理解を深め、今後更にコミュニティ・ス
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クールの導入が図られるよう働きかけを行うなど、開かれた学校づくりを推進するため、市町と連

携して、開かれた学校づくり推進協議会を開催し、それぞれが抱える課題の解決に向けて取り組み

ます。 

⑭学校や地域の状況に応じた開かれた学校づくりを支援するため、学校や教育委員会等に、開かれた

学校づくりサポーターを派遣し、適切な助言等を行います。 

⑮各県立学校の改善活動が、地域や他校種との協創活動として有効なものとなるよう、助言するとと

もに、優れた取組や成果を県立学校に還流します。 

⑯より多くの学校関係者や教職員が、学校関係者評価の目的や実施内容について理解を深め、各校の

学校関係者評価が効果的に実施され、学校経営に生かされるよう、学校関係者評価研修会の内容の

充実を図ります。 

⑰土曜日や放課後等に地域人材を活用した学習支援活動がさらに多くの学校で取り組まれるよう、開

かれた学校づくりの推進に向けた啓発を進めるとともに、学校と地域住民等をつなぐコーディネー

ターの育成など、地域の教育力の活用に向けた支援を進めます。 

⑱若手教員の教育課題に応じた複数年にわたる学びの機会を設定し、実践的指導力の向上を図ります。 

⑲「授業実践研修」をより効果的に実施するため、経験に応じて求められる力を明らかにし、研修内

容の充実を図ります。 
⑳学校の組織的な取組により教職員の授業力向上を図るため、「授業研究担当者育成研修」をより実践

的な研修プログラムに改善するとともに、引き続き、校内研修担当者を対象とした研修を各地域で

実施し、県内の学校に研修成果を普及します。 
㉑学校・学級づくりのための中核的な人材を養成するために、受講者の企画立案力や実行力がより向

上するよう、研修プログラムの改善を図ります。 
㉒基礎的・基本的な知識・技能の習得とそれを活用する力の定着状況を児童生徒及び教員が確認でき

る「ワークシート」の作成・活用を進めるとともに、「授業改善モデル」（平成 25年度作成）の普及

を図ります。 

㉓いじめの未然防止には、学校いじめ防止基本方針に基づき学校全体で組織的に取り組む必要がある

ことから、各学校が児童生徒の実態把握に取り組み、課題解決のために、調査・計画、実践、評価、

改善のサイクルの構築を更に進めていくよう支援していきます。また、学期に１回程度の児童生徒

へのアンケート調査を引き続き実施します。 

㉔教育相談体制の充実を図るため、スクールカウンセラーの増員を図りつつ、事案の内容に応じて中

学校区の配置時間数を調整したりするなど、より効果的な運用を図ります。また、スクールカウン

セラーと他の専門職員（スクールソーシャルワーカーや生徒指導特別指導員等）がそれぞれの専門

性を活かし、連携してチームで対応する体制を構築し、より効果の高い支援を進めます。 

㉕新たに 10 中学校区に子ども支援ネットワークを構築し、学校・家庭・地域が連携を密にしながら教

育的に不利な環境のもとにある子どもを支援する活動を行います。さらに市町教育委員会と連携し、

指定中学校区の優れた取組をもとに他中学校区における子ども支援ネットワークの普及を図ります。 
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